
都市計画課 

 

 

緑による二酸化炭素吸収・固定量等見える化指針の策定について 

 

 

１  目的 

現在、計画期間中の緑と水の総合計画では、将来像実現に向けた施策に屋上緑化・

壁面緑化の推進や緑資源の有効活用を位置付け、二酸化炭素（以下「ＣＯ２」といい

ます。）の吸収・固定及び削減につながる緑化の取組を進めています。また、環境基

本計画では、「2050 年ゼロカーボンシティ」を達成することを定めています。 

目標達成に向け、区内におけるＣＯ２排出削減の取組を加速させるため、緑が持

つ機能に着目し、緑によるＣＯ２吸収・固定及び削減の促進につながる本指針を策

定しました。 

本指針により、これまで見える化されていなかった、樹木によるＣＯ２吸収・固定

量や建築物の緑化による空調負荷低減を通じたＣＯ２排出削減量を見える化するた

めの区としての基本的な考え方を示し、区民・事業者・区で共有することで、更な

る緑化の取組を進めます。 

 

２ 検討経緯 

学識委員や区民委員、事業者委員で構成する港区緑と水の委員会（３回開催）及

び庁内委員で構成する港区緑と水の総合計画推進委員会（２回開催）において、算

定手法や記載内容等について委員と意見交換しました。 

  

３ 指針のポイント 

（１）構成 

共通編、区民編、事業者編で構成し、対象に合わせた内容としています。 

 

（２）樹木によるＣＯ２吸収・固定量の算定について 

算定方法が複数あるため、本指針では以下の３つの算定手法を示し、目的に

応じて使い分けることにしています。 

ア 本数を基にした算定（区民編・事業者編） 

イ 胸高直径を基にした算定（区民編・事業者編） 

ウ 樹種を基にした算定（事業者編） 
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（３）建築物の緑化によるＣＯ２排出削減量の算定について 

事業者編において、以下の２つの算定手法を示しています。 

ア 屋上緑化 

イ 壁面緑化（明確な基準がないため、参考値） 

 

（４）新技術の紹介 

カーボンニュートラルに貢献する新技術の動向と参考事例を取り上げてい 

ます。 

 

（５）概要版（パンフレット）の作成 

区民編と事業者編の２種類を作成しました。 

区民編には、実際に樹木の太さを測り、算定可能なツールとしても活用でき

るよう、見開きページ上部に簡易メジャーを掲載しています。 

 

４ 指針の周知について 

次の方法により、周知します。 

・区ホームページ、SNS 等による情報発信 

・指針の概要版（区民向け、事業者向け）の配布 

・樹木によるＣＯ２吸収・固定量等の計算ツールの作成及び公表 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年４月１日 公表・配布 

令和８年４月～  民間施設の活用に向けた計算ツールの試行 
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緑による二酸化炭素吸収・固定量等見える化指針【概要】 

 

 

 

４ 緑によるＣＯ２吸収・固定量等の見える化手法 

 ＣＯ２吸収・固定量
（kg-CO2/年） 0.0385（t-CO2/本・年） ＝ 樹木の 

本数 × 1,000 × 

緑地全体の吸収・固定量を簡易に見える化 区民編 事業者編 本数を基にした算定式 

 ＣＯ２吸収・固定量
（kg-CO2/年） 0.111｛（X＋1.1）2.6173－X2.6173｝ ＝ 

 X=胸高直径（cm） 

樹木の太さによる違いを見える化 区民編 事業者編 胸高直径を基にした算定式 

 
ＣＯ２吸収・固定量

（kg-CO2/年） 
樹木１本当たりの 

年間生体バイオマス成長量 ＝ 
44 

12 × 
1,000 

× 

樹種による違いを見える化 事業者編 樹種を基にした算定式 

 

事業者編 屋上緑化 

ＣＯ２排出削減量 
（kg-CO2/年） 

屋上緑化面積

（㎡） ＝ 30.3（kg-CO2/㎡・年） × ａ × Ａ式 

ＣＯ２排出削減量 
（kg-CO2/年） 

屋上緑化面積

（㎡） ＝ 5.218（kg-CO2/㎡・年） × ｂ × Ｂ式 

ａ＝算定時の電力のＣＯ２排出係数 ÷ 0.69 

ｂ＝算定時の電力のＣＯ２排出係数 ÷ 0.555 

事業者編 壁面緑化 

ＣＯ２排出削減量 
（kg-CO2/年） 壁面緑化面積（㎡） ＝ ４（kg-CO2/㎡・年） × 
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本指針では、「樹木によるＣＯ２吸収 ・固定量」と 「建築物の緑化によるＣＯ２排出削減量」を見える化の対象

として、目的に応じた算定方法を示しています。 

５ 新技術によるＣＯ２吸収・固定、排出削減 

本編 P14-19,24-31 に掲載 １ 目的 

２ 港区のＣＯ２排出量と削減の取組 

３ 樹木によるＣＯ２吸収・固定量 

本編 P2-3 に掲載 

緑と水の総合計画では、５つの柱 （環境、健康、防災 ・減災、コミュニティ、まちの魅力と歴史 ・文化）

で構成する区内の緑と水が持つ役割に沿って、緑の持つ機能を１４に整理しています。その一つに、主に

緑が担う「二酸化炭素（以下「ＣＯ２」といいます。）の吸収・固定」があります。 

本指針は、これまで見える化されていなかった、樹木によるＣＯ２吸収 ・固定量や建築物の緑化による

空調負荷低減を通じたＣＯ２排出削減量を見える化するための区としての基本的な考え方を示しました。

また、緑の維持管理作業等におけるＣＯ２排出削減につながる新技術を併せて紹介します。 

これらを区民・事業者・区で共有することで、緑化の取組の更なる促進を期待するものです。 
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本編 P39-41 に掲載 

本編 P6-7 に掲載 

港区は、２３区でＣＯ２排出量が最も多い区で、事業所の活動に伴うエネルギー消費からの排出の割合

（約７割）が高いことが特徴です。近年、気温上昇と猛暑日の増加など、地球温暖化に伴う気候変動が進

行しており、ＣＯ２排出削減は喫緊の課題となっています。 

区は環境基本計画においても、2050 年ゼロカーボンシティの達成に向けたさまざまな取組の中で、区

民・事業者・区が協働で緑を保全、創出、育成する取組を位置付けています。 

樹木は、光合成によってＣＯ２を吸収して有機物をつくり、成長します。

同時に、呼吸によってＣＯ２を排出します。樹木が若いうちは、ＣＯ２を旺

盛に吸収して成長します。しかし、樹齢を重ね大きくなるにつれて、吸収

量と呼吸量の差が次第に小さくります。 

一般的には、成長が著しい樹齢２０年前後に吸収 ・固定量はピークに達

し、その後徐々に減少していくといわれています。 

樹木そのものは成長に際してＣＯ２を吸収・固定し続けますが、都市に

植えられた樹木の機能を発揮させるためには、適切に維持管理し、健全に

育てることが特に重要です。 （林野庁ＨＰ資料を参考に作成） 

■樹齢と吸収・固定量の関係 

本編 P8-9 に掲載 

緑化によるＣＯ２吸収 ・固定、排出削減への

寄与に加え、土壌への炭素貯留の促進、ライフ

サイクルＣＯ２が少ない素材の利用、外構設備

や維持管理における省エネ化・再エネ利用に

着目して、新技術の動向と参考事例を取り上

げています。現段階では技術開発段階の取組

も多いため、実用化の状況に応じて導入を検

討することとしています。 
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を用いた舗装ブロック 

 【出典】政府広報オンライン HP 
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